
　110番は、緊急事件・事故などを、いち早く警察
へ通報するための緊急電話です。
　110番に出た警察官が、事件・事故の内容に基づ
いて必要な事項を質問します。
　慌てずに落ち着いて正しく答えてください。
　警察官が早く現場に到着できるよう、その場所の
住所や付近の目標となる建物などを正しく伝えてく
ださい。
　携帯電話で110番する場合、車で移動しながらの
通報や歩きながらの通報は通話が途切れることがあ
りますので控えてください。また、車を運転しなが
らの通報は法令違反となる場合がありますので、車
を安全な場所に停止して通報をしてください。
　メール110番および110番アプリは、聴覚や言語
に障がいがある方など、音声による110番通報が困
難な方が、スマートフォン等を利用し、文字で警察
に緊急通報するシステムです。
　110番アプリは、事前に専用のアプリをダウン
ロードする必要があります。
　音声による110番通報が可能な方は電話での110
番通報をお願いします。
　緊急の対応を必要としない遺失物・拾得物の届出、
諸手続に関する照会などは、最寄りの警察署・交番・
駐在所の電話を、相談や警察業務に関する意見・要
望は、短縮ダイヤル「♯9110」の警察相談専用電話
をご利用ください。
◎問い合わせ先　留萌警察署 緯 0164－42－0110

　国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の
障がい者の入校生を追加募集しています。
■願書受付期間
　令和２年12月１日（火）～令和３年１月20日（水）
■選考日　令和３年２月１日（月）
　詳しくは、下記または最寄りのハローワークまで
お問い合わせください。
◎問い合わせ先
　〒073－0115　砂川市焼山60番地
　北海道障害者職業能力開発校
　緯 0125－52－2774　ＦＡＸ 0125－52－9177

　毎年、冬になると、屋根に積もった雪、氷、つら

らが落ちて、歩行者がけがをしたり死亡したりする

ことが、しばしば起こっています。

　皆さんも、冬期間の生活にはご苦労されていると

思いますが、冬期間の通行を円滑にし事故を無くす

ため、特に次のことに注意するようにお願いいたし

ます。

■屋根の雪、氷、つららが道路に落ちる建物には、

これに伴う事故を避けるため雪止めをつけるよう

にしてください。

■雪止めが付けてあっても強さが足りなかったり、

針金などがさびついたり古くなったりして切れて

落ちることもあるので、必ず点検して悪いところ

があれば早めに修繕するようにしてください。

■屋根の雪、氷、つららは、気温が上昇したとき、

特にマイナス３度位からプラス３度位になったと

きに落ちやすい状態となるため、そのようなとき

は早めに落とすようにし、落とすときは歩行者や

遊んでいる子どもなどに十分注意するようにして

ください。

■ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量

でも危険であるため、付着した雪や氷の除去を行

うようにしてください。

また、落氷雪の除去の際には、歩行者への十分な

安全対策を行うようにしてください。

■軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分

注意するようにしてください。

■軒下や道路では、子どもを絶対に遊ばせないよう

にしてください。

■屋根から大量の雪が落ちたときは、直ちに事故が

ないかどうか確かめるとともに、歩行者の通行へ

の影響を避けるため、速やかに処理してください。

■交通事故・交通障害防止のため、屋根からの落氷

雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにしてく

ださい。

　留萌開発建設部

　留萌振興局

　留萌警察署

　小平町
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《この広告は、有料で商業広告等を掲載しています》

緊急通報は110番
相談電話は「♯9110」番に！

屋根から落ちる雪や氷による
危険防止などのお願い

令和２年度入校生追加募集


